


























 

 

           令和６年９月１８日 

自治会・町内会会長 様 

 

                                横浜家事調停協会 

                                横浜民事調停協会 

                                神奈川民事調停協会 

                                保土ヶ谷民事調停協会 

 

横浜地区「調停手続相談会」開催のご案内およびチラシ掲出のお願い 

 

前略 昨年に引き続き、本年も１１月に横浜家事調停協会・横浜/神奈川/保土ヶ谷の民

事調停協会では、最高裁判所から委嘱を受け、4協会合同で無料の「調停手続相談会」を

開催する運びとなりました。なお、同相談会は横浜市のご後援を頂いております。 

家庭内及び社会生活における様々な紛争解決の手段の一つとしての調停制度は、発足後

１００年を経過しましたが、残念ながら市民の方々の認識度は低く、積極的に利用されて

いないのが現状です。従いまして、未だに紛争解決に悩んでおられる方も多いのではない

かと思われます。 

このような状況下、県下の 4調停協会では、無料の「調停手続相談会」を通じて本制度

の普及を図り、紛争解決の一助としていきたいと考えております。 

 

つきましては、貴自治会・町内会の皆様に同相談会開催についてご案内を頂きたく、開

催チラシの掲示板への掲出につきまして、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

                                    草々 

 

開催日時：令和６年１１月１６日（土）１０：００～１５：３０ 

開催場所：かながわ労働プラザ（京浜東北線 石川町駅 徒歩３分、関内駅 徒歩８分） 

 

＜ご参考：調停制度とは＞ 

 裁判以外での紛争解決の手段として調停があります。調停は裁判官と民間の調停委員二人で構成す

る調停委員会が当事者の言い分を聴き、当事者双方が納得して問題の解決を図れるよう助言や仲介を

行う制度です。合意内容は、裁判の判決と同一の効力を持ちます。 

また、調停は訴訟ほどには手続きが難しくなく、誰でも簡単に利用できるうえ当事者は自由に言い

分を述べることができるという利点があります。   

 

 

問合せ先 横浜地方裁判所 総務課庶務第二係 電話 ０４５－６６４－８７７８ 

     横浜家庭裁判所 総務課庶務係   電話 ０４５－３４５－３５０５                                          



このようなトラブルでお困りの方に、裁判所の民事調停委員や家事調停委員が

無料で手続相談をお受けします。お気軽にお越しください。（秘密は厳守します）

なお、本相談会は税務、法律の相談会ではありませんので、ご注意ください。

また、コロナ等感染症予防のため発熱等体調不良の方は、来場をご遠慮ください。

日　時　：　　

場　所　：　

申　込　：　予約不要・当日会場で受付

主　催　：　公益財団法人 日本調停協会連合会

　横浜民事調停協会　　横浜家事調停協会

  神奈川民事調停協会

　保土ヶ谷民事調停協会

後　援　：　最高裁判所　横浜地方裁判所　横浜家庭裁判所

　横浜市市民局

問合せ先：　横浜地方裁判所 総務課庶務第二係　 電話　045-664-8778

　横浜家庭裁判所 総務課庶務係 電話　045-345-3505

　　かながわ労働プラザ  　　
JR京浜東北･根岸線「石川町駅」  中華街口(北口） 徒歩３分
JR京浜東北･根岸線「関内駅」  南口 徒歩８分
横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」 出口2 徒歩12分
横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」 出口1 徒歩12分

　不動産 　近隣トラブル

  借金 　交通事故

  相続 　労働問題

　離婚・婚姻費用・養育費等

令和6年11月16日（土） 10：00～15：30
 (受付終了15：00）

調停手続相談会



 

     

令 和 ６ 年 ９ 月 1 8 日   

 

自治会町内会長 様 

 

横浜マラソン組織委員会事務局次長  

 

 

「横浜マラソン 2024」開催に伴う交通規制のお知らせについて 

 

 

平素より、皆様には横浜マラソン開催に関し多大なるご尽力を賜り、改めて厚くお礼申し上

げます。 

さて「横浜マラソン 2024」は 10 月 27 日（日）の開催に向けて、安全、安心な大会運営を

行うために準備を進めておりますが、実施にあたり、沿道周辺で交通規制を実施させていただ

く予定です。 

つきましては、交通規制チラシを作成いたしましたので、交通規制に関してのご理解・ 

ご協力と、自治会町内会掲示板への掲出に関してのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１ 交通規制日時（コース全般） 

令和６年 10 月 27 日（日）4 時 00 分ごろから 16 時 30 分ごろまで  

 

２ 各所の交通規制時間 

別紙「横浜マラソン 2024 開催に伴う交通規制のお知らせ」チラシのとおり 

 

３ 交通規制に関する問い合わせ先 

    横浜マラソン交通規制コールセンター 電話番号 045-330-3051 

    受付時間 ①10/1～10/18  平日のみ 9:00～17:00 

         ②10/19～10/26  毎  日 9:00～17:00 

         ③10/27      大会当日 4:00～16:00 

 

 ４ 掲示期間 

10 月 27 日（日）まで 

※掲示板の空き状況等により、ご無理のない範囲でご協力お願いします。 

 

 

 

 

担当 横浜マラソン組織委員会事務局 高橋  

電話:226-5036   FAX:226-5037 

Email: t-takahashi@yokohamamarathon.jp 









お申し込み時に確認させていただく内容 

 

自治会町内会名                              

 

代表者(氏名)          (電話番号)            

 

開催場所                             

 

開催場所住所                           

 

第一希望日時    月   日(  )   時   分頃 開始予定 

 

第二希望日時    月   日(  )   時   分頃 開始予定 

 

第三希望日時    月   日(  )   時   分頃 開始予定 

 

参加予定人数                           

 

 

※御不明な点等がございましたら、下記担当までお問い合わせください。 

 

（担当） 

資源循環局神奈川事務所 

担当：菅谷（すがや）・長野 電話：045-441-0871 

 

 

横浜市ウェブページ 二次元バーコード  

「プラスチックごみの出し方が変わります」 
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